
　通級による指導は特別支援学校学習指導要領に示される自立活動の内容を参考にして行います。その

ため、通常の学級の授業の遅れを取り戻したり、予習･復習の目的で各教科の学習を取り扱ったりする

ことは本来の目的ではありません。

　通級による指導では、自分の特性を知り、その特性とうまく付き合っていくための学
習をしています。個々の特性に合わせて、自立活動６区分27項目の中から指導内容を選
んでいます。読み書きなどの指導もそうですが、自分の体をイメージしたり器用に動か
したりする力、見る力や聞く力、コミュニケーション力など、学習の基盤となる力を培
うことで、学習に向かう意欲の高まりが見られるようになります。

　個別の教育支援計画とは、教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携･協力を図り、障害のある児童生徒
の生涯にわたる継続的な支援体制を整え、それぞれの年代における児童生徒の望ましい成長を促すため、教育
機関が中心となって作成するものです。
　個別の指導計画とは、個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成されるものです。
個別の指導計画は教育課程を具体化し、障害のある児童生徒に一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を
明確にして、きめ細やかに指導するために作成するものです。

個別の教育支援計画を保護者と共に作成する際に
は、本人や保護者の願いを理解することが大切です。
“order”でなく“needs”を引き出すために、その子
の発達過程の見通しを伝えることが必要だと考えま
す。今できることをそれぞれの立場で考え、その願
いを実現できるようスモールステップでの取組を心
がけていきましょう。また、個別の指導計画には本
人や保護者だけでなく通常の学級担任の願いも反映
させて、通常の学級での適応力を向上させていきた
いものです。
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　子どもにとって“困っていることを相談
できて、自分に合った方法を一緒に考えてく
れる。そして、それを学級でできるように応
援してくれる”存在でありたいと思い、日々
よりよい指導･支援を目指して奮闘していま
す。「通級の先生」は、うまくいかないこと
があって困っている子どもたちや保護者に
とって、無くてはならない存在です。また、
通常の学級担任や特別支援教育コーディネー
ターの先生方にとっては、気になる子どもに
ついて気軽に相談できる存在でなければなり
ません。通級を必要とする子どもだけでな
く、特別な支援を必要とする子どもも見逃さ
ず、適切な支援につなげていくことも通級担
当教員の大切な役割です。

　校内における教育支援体制の状況把握に努めましょう。共に通常の学級担任をサポートする立場にあ

るので、常に気軽に相談し、協力し合う関係を作っておくことが大切です。その際、学校内の支援等を

効果的に行うため、特別支援教育コーディネーターとの役割分担を明確にします。 

　また、他校通級や巡回指導において、他校の児童生徒を指導している場合は、その学校の特別支援教育

コーディネーターとの連携を図ったり校内委員会に協力したりすることも望まれます。


